
令和５年度 災害医療対策事業計画書（案） 

 
１ 事業計画 
(1)会議 

①船橋市地域災害医療対策会議 １回 

 

開催年月 主な内容 

令和 6年 2月頃 第１１回 船橋市地域災害医療対策会議 

 

 

②船橋市地域災害医療対策会議 作業部会 ２回 

 

開催年月 主な内容 

令和 5年 7月頃 第１０回 船橋市地域災害医療対策会議 作業部会 

令和 6年 1月頃 第１１回 船橋市地域災害医療対策会議 作業部会 

 

③災害医療協力病院及び保健所の意見交換会 １回 

 

開催年月 主な内容 

開催時期未定 災害医療協力病院及び保健所の意見交換会 

 

 

 

(2)訓練 

 病院前救護所設置・運営訓練・・・4回 

 災害医療対策本部運営訓練・・・・１回 

開催年月 主な内容 

令和 5年 6月～11月 

①船橋総合病院前救護所訓練 

②北習志野花輪病院前救護所訓練 

③セコメディック病院前救護所訓練 

④青山病院前救護所訓練 

 

※詳細な時期については各病院と調整 

令和 6年 2月頃 災害医療対策本部運営訓練 

 

資料５ 



(3)研修等  

 

開催年月 主な内容 

令和 5年 6月頃 
薬剤師スキルアップセミナー（第３回） （後援：船橋市） 

※詳細時期は調整 

 

 

２ 主な検討事項 
 

カテゴリー 主な内容 

災害医療対策本部

に関すること 

① 具体的に活動できるよう船橋市の災害医療対策（詳細版）の作成

に取り組む 

② 災害医療対策本部の役割（役職及び班）業務 について、やるべ

き行動を具体化した業務指示カードＡＣ（アクションカード）の

作成に取り組む 

③ 外部応援チーム等を効率的に受け入れできるよう受援体制の構

築に取り組む 

④ 災害医療対策本部の通信インフラの強化（衛星携帯電話の導入） 

病院前救護所に 

関すること 

 病院前救護所運営マニュアルの作成・周知及び参集者名簿の周知も

終えたため、今後はマニュアルに基づく訓練を重ねていく。訓練を通

して見つかった課題については、作業部会を通してマニュアルを更新

していく。 

発災後４８時間以

降の体制に関する

こと 

① 発災後４８時間以降の医療提供体制について巡回診療を中心に

検討する。 

  主な検討内容 

ア）巡回診療を展開する必要性 

イ）巡回する避難所をどのように決めていくのか 

ウ）巡回チームの編成方法について 

② 発災後４８時間以降の保健活動体制について検討する。 

  主な検討内容 

ア）課題の洗い出し 

イ）避難所への巡回保健指導の具体的内容 

ウ）巡回保健指導で使用する様式の検討 

エ）巡回する避難所の検討 

オ）巡回結果をどのように次の活動につなげていくのか 

 


